
 

 

 

 

 

                

               

【薬物に関する一般相談】 
★東京都福祉保健局健康安全部 
薬務課麻薬対策担当  

 ☎ 03-5320-45０5 

【薬物依存についてのご相談】 
★東京都立多摩総合精神保健福 

祉ｾﾝﾀｰ こころの電話相談  
 ☎ 042-371-5560 

 

 

かかりつけ薬剤師は、あなたが現在使用している処方薬や市販薬などの情報を把握し、薬の飲み 
 残しや重複、副作用などがないか、1 つの薬局で継続的にチェックします。また、患者さんの自宅 

 に訪問して健康や薬の相談にのったり、薬局が開いていない時間帯もご相談いただける体制を整え 

ています。 

いつでも気軽に相談でき、信頼できる、地域に密着した薬剤師・薬局が「かかりつけ」です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：公益社団法人日本薬剤師会ホームページ 
 

 
 
 
 

「薬物乱用」とは、社会のルールからはずれた方法や目的で薬物を使うことです。薬物の乱用 

は、私たちの大切な脳や体を破壊します。また、薬物の「依存性」と「耐性」により、自力では 

やめることができなくなります。 

薬物乱用による害は一生続きます。薬物についての「正しい知識」を持ち、誘われてもはっきり 

「断る勇気」を持ちましょう。 

(１)一度でも乱用すると「とりこ」となる  (2)見せかけの元気・すごく幸せ  (3)抑うつ地獄（不安、ｲﾗｲﾗ等） 

 

 

 

 

(4)恐ろしい禁断症状     (5)依存性、耐性により使用量や回数が増え、 

悪循環に陥る 

 

 

 
 

                                     
 

 

 

 
【この記事に関するお問い合わせ】生活環境安全課 薬事指導担当 

「保健所ねっと」Ｒ２年度 第２号 P2 

「かかりつけ薬剤師・薬局」をご存じですか 

STOP！薬物乱用～断る勇気～ 

かかりつけ薬剤師を持つメリット（かかりつけ薬剤師の 3 つの機能） 

医療チーム(処方医や医療機

関等)のサポートを受けられる       

 

 

 

 

薬局が開いていない時間にも

薬の相談ができ、在宅医療もサ

ポートしてもらえる 

 

 

 

薬の専門家が身近にいるから

安全・安心に薬を使用できる 

 

 

 

 

一人で悩まずに相談しましょう！！ 

もっと詳しく知りたい方は           

で かかりつけ薬剤師・薬局 検索 
 

詳しくは                で 検索 
 

ストップ 薬物乱用 東京都 


